
No.44

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

■照会（国等） ■照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

個人情報ファイル簿

内容

生活保護システム（住民情報系システム）・ケースファイル

生活保護法施行関係事務

保護課、各区保健福祉センター社会援護課（中央区及び若葉区は社会援護第一課・第二課）

提供先：

1ケース番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所・居所、6本籍・本籍所在地・
国籍、7電話番号、8勤務先、9就職・退職年、10在学校名、11在学期間、12収入
額、13資産状況、14持家・借家の別、15借金の状況、16各種税の課税額、17生
活保護、18その他社会的扶助、19銀行名、20預金種別、21口座番号、22家族構
成、23続柄、24同居・別居の別、25扶養関係、26婚姻（離婚）の事実・時期・
理由、25血族関係、26姻族関係、27養子縁組・離縁、28認知、29住居状況（戸
建・集合住宅の別等）、30住宅の間取り、31傷病名、32傷病の程度・原因、33
治療内容、34傷病歴、35出産歴、36刑務所に収容された事実、37刑務所を出所
した事実、38身体的・精神的・金銭的被害を受けた事実、39ＤＶを受けた事
実、40障害の事実、41障害の種類・部位・程度、42処方箋、43医療機関を受診
した事実、44逮捕・勾留・公訴の提起の事実、45観護の措置、46暴力団加入状
況

生活保護法に基づく保護を受給した者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

生活保護法に基づく保護を実施するため。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―
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No.45

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 ■他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送　　■メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

4　個人情報ファイルの利用目的
各区保健福祉センター内に設置している自立相談支援機関（生活自
立・仕事相談センター）において、同じ生活困窮者自立支援法に基づ
く連携した支援を行うにあたり、利用者の特色、課題、支援の方向性
等を入力及び管理するにあたり利用する。
7　記録情報の収集方法
相手方　－　家族、教育委員会、保健福祉センター内各課
方法　－　電話、ＦＡＸ

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：厚生労働省

1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7Eメールアドレ
ス、8職業・職歴、9学業・学歴、10免許・学歴、11財産・収入、12納税状況、
13公的扶助、14健康状態、15身体特性、16性格・性質、17家庭状況、18婚姻
歴、19親族関係、20居住状況、21病歴、22障害、23相談内容、24年齢

自立相談支援事業相談者等

7 記録情報の収集方法

□国等

■行政機関等内部での利用 ■その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

生活困窮者が生活困窮者自立支援法に基づく事業を利用して、その自
立支援を図るにあたり、利用者の特色、課題、支援の方向性等を管理
するために利用する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

自立相談支援事業相談者一覧

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業

区保健福祉センター社会援護課 （中央区、若葉区は社会援護第一課、第二課）
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No.46

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 ■他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送　　■メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

4　個人情報ファイルの利用目的
各区保健福祉センター内に設置している自立相談支援機関（生活自立・仕事相
談センター）において、同じ生活困窮者自立支援法に基づく連携した支援を行
うにあたり、利用者の特色、課題、支援の方向性等を入力及び管理するにあた
り利用する。
7　記録情報の収集方法
相手方　－　家族、保健福祉センター内各課
方法　－　電話、ＦＡＸ

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：厚生労働省

1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7Eメールアドレ
ス、8職業・職歴、9学業・学歴、10免許・学歴、11財産・収入、12納税状況、
13公的扶助、14銀行口座、15健康状態、16身体特性、17性格・性質、18家庭状
況、19婚姻歴、20親族関係、21居住状況、22病歴、23障害、24相談内容、25年
齢

住居確保給付金申請者等

7 記録情報の収集方法

□国等

■行政機関等内部での利用 ■その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

申請者が生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金を利用して、
その自立支援を図るにあたり、申請者の特色、課題、支援の方向性等
を管理するために利用する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

住居確保給付金申請者一覧

生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金事業

区保健福祉センター社会援護課 （中央区、若葉区は社会援護第一課）
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No.47

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

各区健康課に母子システムを用いて照会登録等を行う

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3性別、4相談日、5相談内容、6予定日、7医療機関名

妊産婦

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

妊娠から子育てまでの支援を行うため

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

母子保健システム

妊娠届出母子健康手帳事務

各区健康課
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No.48

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1訪問日、2新生児・妊産婦氏名、3新生児生年月日、4住所、5連絡先

妊産婦及び新生児

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

妊娠から子育てまでの支援を行うため、訪問状況の管理を行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

母子保健システム

新生児・妊産婦訪問指導事務

各区健康課
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No.49

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1訪問日、2乳児氏名、3乳児生年月日、4住所、5連絡先

乳児及びその保護者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭へ訪問を行うため、訪問状
況の管理を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

母子保健システム

乳児家庭全戸訪問事務

各区健康課
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No.50

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 ■他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

対象者の前自治体からの引継ぎによる収集

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1相談日、2児氏名、3児生年月日、4住所、5連絡先

乳幼児及びその保護者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

妊娠から子育てまでの支援を行うため、相談訪問状況の管理を行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

母子保健システム

乳幼児相談等事務

各区健康課

No.50



No.51

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 ■他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

対象者の前自治体からの引継ぎによる収集

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1対象児氏名、2生年月日、3住所、4連絡先、5相談記録

乳幼児及び母親

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

妊娠から子育てまでの支援を行うため、相談訪問状況の記録

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

母子保健システム

母子個人ファイル管理事務（こども個人情報）

各区健康課

No.51



No.52

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1教室参加日、2教室名、3参加者氏名、3参加者生年月日、4住所、5連
絡先、4妊婦は予定日、5医療機関

参加妊婦、乳幼児及びその保護者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

母親＆父親学級や母乳教室、育児関係教室などの参加管理

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

母子保健指導等受付台帳

母子保健指導等受付台帳事務

各区健康課

No.52



No.53

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

7　記録情報の収集方法、行政機関等内部での利用：市民総合窓口課
（住民異動班）
収集方法、方法　その他：システム連携

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日

国民年金未加入者

7 記録情報の収集方法

□国等

■行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

未加入者を把握する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

国民年金システム

国民年金適用事務

各区市民総合窓口課

No.53



No.54

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

 1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7財産収
入、8家庭状況

国民年金受給者及びその世帯員

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき、市町村が行うこ
ととされている事務の実施のため

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

国民年金システム

年金生活者支援給付金事務

各区市民総合窓口課

No.54



No.55

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

■

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

4　個人情報ファイルの利用目的、行政機関等内部での利用：市民総合
窓口課（住民異動班）、健康保険課　利用方法：システム連携
7　記録情報の収集方法、相手、行政機関等内部での利用：市民総合窓
口課（住民異動班）　方法　その他：システム連携

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：日本年金機構

 1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6本籍・国籍、7電話
番号、8職業・職歴、9財産・収入、10公的扶助、11家庭状況

国民年金被保険者

7 記録情報の収集方法

■国等

■行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

国民年金システム被保険者の管理を行う

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

国民年金システム

国民年金事務

各区市民総合窓口課・区政事務センター

No.55



No.56

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：日本年金機構

 1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6病歴、7障害

国民年金受給者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

受給権者を把握する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

国民年金システム

国民年金給付事務

各区市民総合窓口課・区政事務センター

No.56



No.57 

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

4 利用目的：行政機関等内部での経常的な利用：健康保険課
7 収集方法（相手･方法）：社会援護課より情報提供（生活保護）

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1記号番号、2宛名番号、3氏名、4性別、5生年月日、6住所、7本籍・国
籍、8電話番号、9家庭状況、10資格得喪情報、11職業・職歴、12学
業・学歴、13財産・収入、14生活保護、15銀行口座

国民年金未加入者

7 記録情報の収集方法

□国等

■行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

国民健康保険法に基づき、被保険者の資格、保険料の賦課、収納、給
付に係る業務を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

国民健康保険システム

国民健康保険事務（総窓、事務センター）

各区市民総合窓口課・区政事務センター

No.57 



No.58

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

■照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

個人情報ファイルの利用目的：生活保護受給情報（保護課）、課税情
報（納税管理課）
記録情報の収集方法：千葉県後期高齢者医療広域連合

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：千葉県後期高齢者医療広域連合

1宛名番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6国籍、7電話番号、8
財産・収入、9納税状況、10生活保護、11銀行口座、12家族構成、13居
住状況、14特定疾病、15障害の有無

６５歳以上の者、世帯員

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

後期高齢者医療制度の資格取得予定者、被保険者情報及び所得情報等
を管理し、後期高齢者医療制度の実施主体である千葉県後期高齢者医
療広域連合に通知する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

福祉システム（資格）

後期高齢者医療被保険者に係る資格管理事務

各区市民総合窓口課・区政事務センター

No.58



No.59 

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

■

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

■照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

個人情報ファイルの利用目的：生活保護受給情報（保護課）、課税情
報（納税管理課）
記録情報の収集方法：千葉県後期高齢者医療広域連合

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：千葉県後期高齢者医療広域連合

1宛名番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6国籍、7電話番号、8
財産・収入、9納税状況、10生活保護、11銀行口座、12家族構成、13居
住状況

被保険者、世帯員

7 記録情報の収集方法

■国等

■行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

千葉県後期高齢者医療広域連合から通知される保険料情報、年金保険
者から通知される受給者情報等を管理し、被保険者から保険料を徴
収・管理すると共に、千葉県後期高齢者医療広域連合に収納情報等を
通知する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

福祉システム（保険料）

後期高齢者医療被保険者に係る保険料徴収事務

各区市民総合窓口課・区政事務センター

No.59 



No.60 

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

■

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

■照会（国等） ■照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

4　個人情報ファイルの利用目的　行政機関等内部の利用：各区市民総
合窓口課、市税事務所
7　記録情報の収集方法　方法　照会（その他）：金融機関、勤務先、
その他：捜索

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

1宛名番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6本籍・国籍、7電話番
号、7財産・収入、8納税（健康保険料も）状況、9銀行口座、10家庭状
況、11滞納処分歴、12交渉歴

世帯主、世帯員

7 記録情報の収集方法

■国等

■行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

国民健康保険料の滞納者に係る保険料の徴収のために必要な情報の管
理、滞納処分等を行うため

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

統一滞納管理システム

国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関すること（総窓、事務センター）

各区市民総合窓口課・区政事務センター

No.60 



No.61

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

■

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

4　個人情報ファイルの利用目的：行政機関等内部の利用：健康保険課
7　記録情報の収集方法　その他：社会援護課より情報提供（生活保
護）

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1記号番号、2宛名番号、3氏名、4性別、5生年月日、6住所、7本籍・国
籍、8電話番号、9家庭状況、10資格得喪情報、11職業・職歴、12学
業・学歴、13財産・収入、14生活保護、15銀行口座

被保険者、世帯主

7 記録情報の収集方法

□国等

■行政機関等内部での利用 ■その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

国民健康保険の被保険者の加入及び脱退の受付を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

国民健康保険システム

国民健康保険の資格・得喪事務

各区市民総合窓口課・各市民センター・区政事務センター

No.61



No.62

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

7　記録情報の収集方法、相手　行政機関等内部での利用：市民総合窓
口課（住民異動班）　　方法　その他：システム連携

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：日本年金機構

 1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6本籍・国籍、7電話
番号、8職業・職歴、9財産・収入、10公的扶助、11家庭状況、12居住
状況、13病歴、14障害

国民年金加入者

7 記録情報の収集方法

■国等

■行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

国民年金被保険者の加入及び脱退の受付を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

国民年金システム

国民年金の資格・得喪事務

各区市民総合窓口課・各市民センター・区政事務センター

No.62



No.63

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 ■他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

記録情報の収集方法：相手：他の行政機関（他市町村）
記録情報の収集方法：方法：その他（住民異動情報連携）

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2生年月日、3性別、4宛名番号、5世帯番号、6住所、7資格8取
得年月日、9資格取得事由、10資格喪失年月日、11資格喪失事由

被保険者

7 記録情報の収集方法

□国等

■行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

介護保険被保険者資格の取得や喪失などの記録管理に利用する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

介護保険被保険者資格情報（介護保険管理システム）

介護保険被保険者資格管理事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

No.63



No.64

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1被保険者番号、2氏名、3生年月日、4住所、5電話番号、6世帯情報

被保険者、世帯員

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

介護保険被保険者の住所地特例対象施設への入退所、適用除外施設の
入退所管理、各種証書の再発行や送付先の記録管理に用いる。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

介護保険被保険者資格情報（申請書綴）

介護保険被保険者資格管理事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

No.64



No.65

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

個人情報ファイル簿

内容

要介護認定情報（介護保険管理システム）

介護保険要介護認定事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

提供先：

1被保険者番号、2住基番号、3氏名、4性別、5生年月日、6住所、7身体
機能、8生活機能、9認知機能、10精神・行動障害、11社会生活への適応
状況、12特別な医療の措置状況、13家族状況、14主治医及び医療機関情
報、15傷病名、16傷病の程度・原因、17日常生活自立度、18障害の有
無、19障害の種類・部位・程度、20要介護度、21施設等利用状況

被保険者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 ■その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

要介護・要支援認定事務における審査に利用する。また、審査情報を管
理・保管する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

―

記録情報の収集方法：その他（医療機関から収集）

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

No.65



No.66

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

□

■

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

記録情報の収集方法：その他（医療機関から収集）

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1被保険者番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7
メールアドレス、8医療保険者番号・医療保険被保険者証記号・番
号、9続柄、10身体機能、11生活機能、12認知機能、13精神・行動障
害、14社会生活への適応状況、15特別な医療の措置状況、16家族状
況、17主治医及び医療機関情報、18傷病名、19傷病の程度・原因、20
日常生活自立度、21障害の有無、22障害の種類・部位・程度、23要介
護度、24施設等利用状況

被保険者、提出代行者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

要介護・要支援認定事務における審査に利用する。また、審査情報を
管理・保管する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

要介護認定情報（申請書綴）

介護保険要介護認定事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

No.66



No.67

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

□

■

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1被保険者番号、2氏名、3住所、4電話番号、5閲覧者法人名

被保険者、家族及び閲覧者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

被保険者等の申出に基づき、要介護認定等に係る個人情報を開示又は
提供する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

要介護認定等に係る個人情報開示・提供事務（申請書綴）

要介護認定等に係る個人情報開示・提供事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

No.67



No.68

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1被保険者番号、2住所、3氏名、4相続人情報、5口座情報、6生年月
日、7年金番号

被保険者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

介護保険料の還付・返納など徴収事務管理に利用する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

介護保険料還付返納情報（申請書綴）

介護保険保険料徴収事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

No.68



No.69

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 ■他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1被保険者番号、2住所、3氏名、4電話番号、5メールアドレス、6口座
情報

被保険者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

介護保険料の口座振替受付事務管理に利用する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

介護保険料口座振替情報（申請書綴）

介護保険保険料徴収事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

No.69



No.70

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） ■照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

記録情報の収集方法：税部門への照会

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：千葉県国民健康保険団体連合会

1被保険者番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7財
産・収入、8納税状況、9公的扶助、10家庭状況、11親族関係

被保険者、世帯員

7 記録情報の収集方法

□国等

■行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

低所得者の者に対し、介護サービスの利用料減免の審査・判定に利用
する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

低所得介護保険サービス利用者負担額減免措置情報（介護保険管理システム）

低所得介護保険サービス利用者負担額減免措置

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

No.70



No.71

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：千葉県国民健康保険団体連合会

1被保険者番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7財
産・収入、8納税状況、9公的扶助、10家庭状況、11親族関係

被保険者、世帯員

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

低所得者の者に対し、介護サービスの利用料減免の審査・判定に利用
する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

低所得介護保険サービス利用者負担額減免措置情報（申請書綴）

低所得介護保険サービス利用者負担額減免措置

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室
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No.72

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：納税管理課（統一滞納管理システム）

1被保険者番号、2賦課年度、3保険料段階、4保険料額、5賦課期日、6
年金情報、7所得情報

被保険者、世帯員

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

介護保険料の賦課情報や収納金額などの収納管理に利用する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

介護保険料徴収情報（介護保険管理システム）

介護保険保険料徴収事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室
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No.73

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 ■他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

記録情報の収集方法：相手：日本年金機構等年金保険者

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：健康保険課（国保・後期）

1特別徴収義務者、2基礎年金番号、3年金コード、4生年月日、5性別、
6氏名、7住所、年金額

特別徴収対象被保険者

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

介護保険料の徴収方法や保険料徴収額の算定などの特別徴収対象者の
管理に用いる。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

特別徴収対象者情報（システム）

介護保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の特別徴収事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室
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No.74

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

記録情報の収集方法：その他（介護サービス利用実績を千葉県国民健
康保険団体連合会との情報交換を実施している）

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：千葉県国民健康保険団体連合会

1被保険者番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7財
産・収入、8納税状況、9公的扶助、10銀行口座、11健康状態、12家庭
状況、13親族関係、14居住状況

被保険者、世帯員

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 ■その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

適正な保険給付の実施を目的として情報管理している。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

給付情報（介護保険管理システム）

介護保険給付事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室
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No.75

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：千葉県国民健康保険団体連合会

1被保険者番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7財
産・収入、8納税状況、9公的扶助、10銀行口座、11健康状態、12家庭
状況、13親族関係、14居住状況

被保険者、世帯員

7 記録情報の収集方法

□国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

適正な保険給付の実施を目的として情報管理している。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

給付情報（申請書綴）

介護保険給付事務

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室
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